
徳
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八
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等

各
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県

民

局

徳
島
県
魅
力
度
向
上
推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

徳
島
県
魅
力
度
向
上
推
進
チ
ー
ム
設
置
規
程

（
設
置
）

第
一
条

に
ぎ
わ
い
の
創
出
に
資
す
る
交
流
拠
点
施
設
の
整
備
及
び
コ
ン
テ
ン
ツ
の
拡
大
等
に
よ
る
本
県

の
魅
力
度
の
向
上
に
係
る
取
組
を
、
迅
速
か
つ
着
実
に
実
施
す
る
た
め
の
全
庁
的
な
推
進
体
制
を
構
築

す
る
た
め
、
徳
島
県
魅
力
度
向
上
推
進
チ
ー
ム
（
以
下
「
チ
ー
ム
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
。

（
構
成
等
）

第
二
条

チ
ー
ム
は
、
観
光
ス
ポ
ー
ツ
文
化
部
交
流
拠
点
戦
略
課
及
び
観
光
政
策
課
に
ぎ
わ
い
創
出
室
並

び
に
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
及
び
営
繕
課
を
も
っ
て
構
成
す
る
。

２

知
事
戦
略
局
交
流
拠
点
整
備
担
当
部
長
は
、
チ
ー
ム
の
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

３

知
事
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
職
員
の
う
ち
か
ら
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
を
指
名
す
る
。

４

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
は
、
部
局
横
断
的
な
事
業
の
推
進
に
係
る
企
画
及
び
総
合
調
整
を
行
う
。

（
雑
則
）

第
三
条

こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
チ
ー
ム
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


